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短期入所事業所に係る食事提供体制加算の取扱いについて（通知） 

 

日ごろから本県の障害保健福祉施策に格段のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

短期入所事業所に係る食事提供体制加算については、平成25年１月25日福監第1002号通知にお

いて、厚生労働省告示に基づき、算定の留意事項をお示ししたところですが、県内の短期入所事

業所の事業形態が多様化していることから、当該加算の取扱いについて別添のとおり整理しまし

たので、通知します。 

 該当する事業所においては、この取扱いに基づき、適切に請求事務を行うよう、お願いいたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

福祉監査指導課 榊枝 

電 話 045(210)1111 内線4816 

ﾌｧｸｼﾐﾘ 045(210)8858 

障害サービス課 為田 

電 話 045(210)4732 直通 

ﾌｧｸｼﾐﾘ 045(201)2051 

 

（組織変更に伴い、４月１日から福祉監査指導課監査第二グループは障害サービス課監査グルー

プとなります。） 


